
（１） ２０２４年（令和６年）７月１日 第３８号  

  

東
教
育
財
団
で
は
、
令
和
六
年
度
助

成
事
業
を
審
議
す
る
理
事
会
を
四
月

に
、
ま
た
、
五
年
度
事
業
報
告
及
び
決

算
等
を
審
議
す
る
理
事
会
を
五
月
に
、

評
議
員
会
を
六
月
に
開
催
し
ま
し
た
。 

 
 

 

 

  

   

   

 

 

 

    令
和
六
年
度
助
成
事
業
に
つ
い
て
、
三

月
二
八
日
に
開
催
さ
れ
た
助
成
金
審
査

会
で
の
審
査
を
経
て
、
四
月
十
五
日
に
開

催
さ
れ
た
理
事
会
に
お
い
て
、
七
八
件
の

事
業
に
、
総
額
一
三
、
五
五
〇
、
〇
〇
〇

円
の
助
成
を
行
う
こ
と
を
決
定
し
ま
し

た
。  

そ
の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
す
。 

  

・
幼 

稚 

園  

（
九
件
） 

一
、
二
〇
〇
、
〇
〇
〇 

円 

・
小 

学 

校 
 

（
七
件
） 

二
、
一
〇
〇
、
〇
〇
〇 

円 

・
中 

学 

校 
 

（
四
件
） 

 

一
、
二
〇
〇
、
〇
〇
〇 

円 

 
 

 

 
 

 

    

 

・
計 

       

（
二
〇
件
） 

四
、
五
〇
〇
、
〇
〇
〇 

円 

 

 

・
社
会
教
育  

（
一
〇
件
） 

 
 

二
、
九
五
〇
、
〇
〇
〇 

円 

・
生
涯
学
習 

（
五
件
） 

五
〇
〇
、
〇
〇
〇 

円 

・
計 

       

（
一
五
件
） 

三
、
四
五
〇
、
〇
〇
〇 

円 

  

・
地
域
文
化  

（
二
八
件
） 

三
、
六
〇
〇
、
〇
〇
〇 

円 

・
ま
ち
づ
く
り 

（
一
五
件
） 

二
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇 

円 

・
計 

       

（
四
三
件
） 

五
、
六
〇
〇
、
〇
〇
〇 

円 

     
五
月
二
七
日
開
催
の
理
事
会
、
六
月
十

三
日
開
催
の
評
議
員
会
に
お
い
て
、
令
和

五
年
度
事
業
報
告
及
び
決
算
が
審
議
さ

れ
、
承
認
さ
れ
ま
し
た
。 

   

 

                            

 

    

 

一 

助 

成 

事 

業 

令
和
四
年
度
ま
で
は
、
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
予
防
措
置
に
よ

り
、
助
成
対
象
事
業
を
中
止
・
変
更
し
、

助
成
金
を
返
還
す
る
団
体
等
が
あ
り

ま
し
た
が
、
五
年
度
は
、
こ
の
よ
う
な

団
体
等
は
な
く
、
五
年
度
助
成
件
数
・

助
成
金
額
は
、
昨
年
四
月
の
理
事
会
に

お
い
て
決
定
し
た
と
お
り
と
な
り
ま

し
た
。
こ
れ
は
元
年
度
以
来
四
年
ぶ
り

の
こ
と
で
す
。 

 

・
幼 

稚 

園  

（
九
件
） 

一
、
三
〇
〇
、
〇
〇
〇 

円 

・
小 

学 

校 
 

（
七
件
） 

三
、
〇
八
八
、
〇
〇
〇 

円 

・
中 

学 

校 
 

（
五
件
） 

 

一
、
四
七
二
、
〇
〇
〇 

円 

・
計 

       

（
二
一
件
） 

五
、
八
六
〇
、
〇
〇
〇 

円 
 

 

・
社
会
教
育  

（
一
〇
件
） 

 
 

二
、
九
五
〇
、
〇
〇
〇 

円 

 

    

令
和
五
年
度
事
業
報
告  

 

② 

社
会
教
育 

・ 
 

生
涯
学
習
事
業
助
成 
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① 

学
校
教
育
事
業
助
成 

東
教
育
財
団
だ
よ
り 

を
決
定
し
ま
し
た 

 

② 

社
会
教
育 

・ 
 

生
涯
学
習
事
業
助
成 

助
成
対
象
事
業
・
助
成
金
額 

（５月２７日開催の理事会会議風景） 

 
 

③ 

地
域
文
化 

・ 
 

ま
ち
づ
く
り
事
業
助
成 

令
和
六
年
度
の 

理
事
会
・
評
議
員
会
を
開
催
し
ま
し
た 

承
認
さ
れ
ま
し
た 

事
業
報
告
及
び
決
算
が 

令
和
五
年
度 

① 

学
校
教
育
事
業
助
成 



 
 （２） 

・
生
涯
学
習 

（
五
件
） 

五
〇
〇
、
〇
〇
〇 

円 
・
計 

        

（
一
五
件
） 

三
、
四
五
〇
、
〇
〇
〇 

円 

 

・
地
域
文
化  

（
二
八
件
） 

三
、
五
九
七
、
〇
〇
〇 

円 

・
ま
ち
づ
く
り  

（
一
五
件
） 

二
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇 
円 

・
計 

        

（
四
三
件
） 

五
、
五
九
七
、
〇
〇
〇 

円 

  

  

 

  

   

  

 

    五
年
度
に
同
事
業
を
実
施
し
た
幼
稚

園
・
学
校
分
一
、
二
五
〇
、
〇
〇
〇
円

を
取
り
崩
し
ま
し
た
。 

本
積
立
金
は
、
六
年
三
月
末
で
計
画

期
間
が
満
了
し
ま
し
た
。 

 

  

五
年
度
に
同
事
業
を
実
施
し
た
学
校

分
一
一
〇
、
〇
〇
〇
円
を
取
り
崩
す
と

と
も
に
、
理
事
会
の
決
議
に
よ
り
六
年

三
月
末
時
点
に
お
け
る
積
立
残
額
三

三
、
〇
〇
〇
円
の
目
的
外
取
崩
し
を
行

い
ま
し
た
。 

本
積
立
金
も
六
年
三
月
末
で
計
画
期

間
が
満
了
し
ま
し
た
。 

  

 五
年
度
に
お
い
て
は
、
積
立
て
・
取 

   

       

  

崩
し
は
行
っ
て
い
ま
せ
ん
。 

  

 

五
年
度
に
お
い
て
、
広
告
宣
伝
費
の
減

な
ど
に
よ
り
収
支
差
額
（
剰
余
金
）
が
予

算
よ
り
増
加
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
ま

し
た
の
で
、
計
画
の
一
部
を
修
正
し
、
五

年
度
剰
余
金
二
、
一
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
を

積
み
立
て
ま
し
た
。 

        

「
東
教
育
財
団
設
立
一
〇
〇
周
年
記
念

事
業
実
行
委
員
会
」
を
設
置
し
、
記
念
講

演
会
・
祝
賀
会
の
開
催
、
記
念
品
の
作

成
・
配
付
、
記
念
誌
等
の
発
行
等
に
つ
い

て
協
議
し
、
実
施
に
向
け
た
準
備
を
進
め

ま
し
た
。 

  

 

  

                  
   

収
入
（
経
常
収
益
）
は
、
基
本
財
産

運
用
益
の
減
な
ど
に
よ
り
前
年
度
比
七

八
三
、
〇
〇
〇
円
余
り
の
減
の
三
二
、

三
一
四
、
七
二
七
円
と
な
り
ま
し
た
。 

費
用
（
経
常
費
用
）
は
、
印
刷
製
本

費
な
ど
の
減
が
あ
っ
た
も
の
の
、
コ
ロ

ナ
禍
の
影
響
に
よ
る
助
成
対
象
事
業
の

中
止
等
が
減
と
な
っ
た
こ
と
な
ど
に
よ 

 

外
国
語
対
応
教
育 

（
令
和
元
年
度
設
定
） 
環
境
充
実
助
成
積
立
金 

校
園
周
年
記
念 

特
別
事
業
助
成
積
立
金 

② 
 

四 

そ 

の 

他 

（
平
成
三
〇
年
度
設
定
） 

（
令
和
二
年
度
設
定
） 

基
本
財
産
運
用
益 

「
財
団
だ
よ
り
」
の
発
行 

減
収
対
策
積
立
資
金 

（６月１３日開催の評議員会会議風景） 

 

三 

広 

報 

活 

動 

財
団
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の 

更
新
に
よ
る
情
報
開
示 

 

④ 

 

 

 

① 

① 
 

 

③

地
域
文
化 

・ 
 

ま
ち
づ
く
り
事
業
助
成 

一
〇
〇
周
年
記
念
事
業
の
準
備 

令
和
五
年
度
決
算  

②  

積
立
金
事
業 

二  

① 

（５月２７日開催の財団設立100周年記念事業実行委員会会議風景） 

 

③ 
 



  
 

（３）  

り
支
払
助
成
金
が
増
と
な
っ
た
こ
と
、
五

年
十
月
の
給
料
改
定
な
ど
に
よ
り
給
料

手
当
が
増
と
な
っ
た
こ
と
な
ど
に
よ
り
、

前
年
度
比
八
二
七
、
〇
〇
〇
円
余
り
の
増

の
三
一
、
六
三
四
、
八
九
三
円
と
な
り
ま

し
た
。 

◎ 

収 

入
（
経
常
収
益
）
計 

三
二
、
三
一
四
、
七
二
七
円 

（
前
年
度
比 

七
八
三
、
四
九
五
円
の
減
） 

◎ 

費 

用
（
経
常
費
用
）
計 

三
一
、
六
三
四
、
八
九
三
円 

（
前
年
度
比 

八
二
七
、
四
一
〇
円
の
増
） 

（ 

内 

訳 

） 

【
事
業
費
計
】 

二
四
、
五
一
二
、
二
一
五
円 

【
管
理
費
計
】 七

、
一
二
二
、
六
七
八
円 

◎ 

差 

引
（
当
期
経
常
増
減
） 

六
七
九
、
八
三
四
円 

※ 

収
支
相
償
に
つ
い
て 

収
支
相
償
の
判
定
に
あ
た
っ
て
は
、

特
定
費
用
準
備
資
金
へ
の
取
崩
額
は

「
収
入
」、
同
資
金
へ
の
積
立
額
は
「
費

用
」
と
さ
れ
る
の
で
、
当
期
経
常
増
減 

                           

  

額
六
七
九
、
八
三
四
円
に
、
校
園
周
年

記
念
特
別
事
業
助
成
積
立
金
取
崩
額

一
、
二
五
〇
、
〇
〇
〇
円
及
び
外
国
語

対
応
教
育
環
境
充
実
助
成
積
立
金
取
崩

額
一
四
三
、
〇
〇
〇
円
を
加
え
、
財
団

設
立
一
〇
〇
周
年
記
念
事
業
積
立
資
金

積
立
額
二
、
一
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
を
差

し
引
く
と
、
収
支
相
償
額
は
△
二
七
、

一
六
六
円
と
な
り
、
収
支
相
償
の
基
準

に
適
合
し
て
い
ま
す
。 

      六
月
十
三
日
開
催
の
評
議
員
会
に
お

い
て
、
評
議
員
の
補
充
選
任
・
一
部
選

任
替
え
、
理
事
の
補
充
選
任
を
行
い
ま

し
た
。 

 

  

                     

   

         

         

 

 

             

       

  

 

 

 

    

  

 

 

大 

喜 

田 

一 

夫 
 

（
前 

浪
華
連
合
振
興
町
会
長
） 

平
成
二
八
年
か
ら
評
議
員 

田 

中 

旬 

子 
 

（
青
少
年
指
導
員
連
絡
協
議
会
） 

令
和
二
年
か
ら
評
議
員 

  

岩 

﨑  

恵 

久 

（
前 

中
央
区
副
区
長
） 

令
和
二
年
か
ら
理
事 

長
年
に
わ
た
り
、
財
団
の
充
実
・
発

展
に
ご
貢
献
い
た
だ
き
、
心
か
ら
感
謝

申
し
あ
げ
ま
す
。 

                          

（
汎
愛
連
合
振
興
町
会
長
） 

中 

村 
 

聡 
 

（
理  

事
） 

（
評
議
員
） 

（浪
華
連
合
振
興
町
会
長
）

 

松 

本 

節 

子 
 

新
た
に
選
任
し
た
評
議
員 

西
口
評
議
員 

ご
逝
去 

平
成
二
六
年
か
ら
評
議
員
を
務

め
て
こ
ら
れ
ま
し
た
西
口
佳
克
評

議
員
が
、
三
月
十
四
日
ご
逝
去
さ

れ
ま
し
た
。 

心
か
ら
ご
冥
福
を
お
祈
り
申
し

あ
げ
ま
す
。 

 

（
空
席
と
さ
れ
て
い
た
「
年
齢
制
限
に
か 

か
る
内
規
」
該
当
者
一
名
の
枠
を
含
む
。） 

（青
少
年
指
導
員
連
絡
協
議
会
） 

松 

井 

淳 

平 
 

一
部
選
任
替
え
等
を 

評
議
員
・
理
事
の 

行
い
ま
し
た 

（中大
江

西
連
合
振
興
町
会
長
） 

冨 

井 

俊 

明 
 

（
中
央
区
副
区
長 ←

 

契
約
管
財
局
活
用
支
援
担
当
部
長
） 

 
小 

林  

元 

彦 
 

新
た
に
選
任
し
た
理
事 

辞
任
し
た
方
々 



                             

  
     

盛
況
が
続
く
淀
屋
米
市
は
、
庭
先
で
の
商

い
が
手
狭
に
な
り
元
禄
１
０
年
（１
６
９
７)

堂

島
へ移
転
し
（現
在
の
堂
島
米
会
所
跡
地
記
念

碑
付
近)

、「
堂
島
米
市
場
」を
創
設
し
一
段
の

飛
躍
を
見
る
。
そ
の
間
、
四
代
目
重
當
を
亡

く
す
が
そ
の
母
妙
恵
が
無
類
の
政
治
力
を
発

揮
し
、
淀
屋
を
更
に
押
し
上
げ
て
行
く
。
三

井
の
祖
、
高
利
の
母
、
殊
法
の
“
前
垂
れ
商

法
”
と
は
意
味
合
い
が
違
う
が
、
江
戸
期
の

“女
傑
”の
一
人
に
挙
げ
て
も
良
い
の
で
は
な

い
か
。
し
か
し
、
残
念
な
が
ら
後
述
す
る
事

件
に
よ
り
歴
史
の
舞
台
か
ら
忘
れ
去
ら
れ
て

し
ま
う
。 

      

元
禄
末
期
に
は
そ
の
妙
恵
が
亡
く
な
り
五

代
目
廣
當
の
時
代
に
な
る
と
、
箍
が
外
れ
た

よ
う
に
放
蕩
三
昧
も
度
が
過
ぎ
る
振
る
舞
い

が
目
立
ち
、
遂
に
は
新
町
遊
郭
の
吾
妻
太
夫 

             

 
の
身
請
け
話
に
絡
ん
で
罪
を
犯
し
て
し
ま

う
。 幕

府
は
待
っ
て
ま
し
た
と
ば
か
り
に
“闕

所
”の
沙
汰
を
下
し
、
廣
當
に
は
死
罪
、
取

り
巻
き
五
名
は
千
日
前
に
て
断
罪
に
処
さ

れ
た
。
淀
屋
の
全
財
産
は
没
収
、
各
大
名
へ

の
貸
付
金
は
徳
政
令
に
よ
り
債
務
免
除
と

な
っ
た
。
廣
當
死
罪
に
対
し
て
は
、
京
都
・

八
幡
の
高
僧
（神
應
寺
・廓
翁
鉤
然
和
尚
で

あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
）に
よ
り
助
命
嘆

願
の
申
し
出
が
あ
り
こ
れ
が
叶
う
が
、
自

身
は
大
坂
三
郷
（北
・天
満
・南
）・京
都
・伏

見
・淀
・堺
か
ら
所
払
い
（追
放
処
分
）と
な

っ
た
。 

       

そ
の
後
、
廣
當
は
下
村
个
庵
と
名
を
変

え
江
戸
に
下
り
父
重
當
の
先
妻
の
本
家
、

旗
本
の
米
津
家
の
長
屋
に
住
ま
い
し
再
起

を
目
指
す
が
埒
が
明
く
は
ず
も
な
く
正

徳
５
年
（１
７
１
５
）に
行
わ
れ
た
東
照
宮
百

年
忌
（家
康
百
回
忌
）の
大
赦
（恩
赦
）を
期

に
失
意
の
中
、
京
都
・八
幡
に
帰
参
す
る
。

夢
破
れ
た
廣
當
は
翌
年
こ
の
地
で
静
か
に 

                   

 

息
を
引
き
取
る
。
こ
れ
に
よ
り
淀
屋
宗
家
は

絶
家
と
な
っ
て
し
ま
う
。 

一
方
、
闕
所
後「
堂
島
米
市
場
」は
廃
止
さ

れ
、
流
動
性
が
担
保
さ
れ
な
い
市
場
は
薄
商

い
の
中
、
乱
高
下
を
く
り
返
し
た
。
そ
し
て
流

れ
相
場
＝
延
べ
商
い
（先
物
取
引
）に
伴
う
入

替
両
替
な
ど
の
資
金
需
要
が
滞
り
両
替
商
は

衰
退
し
、
大
坂
の
街
は
活
気
を
失
う
。
大
坂

商
人
は
市
場
（特
に
先
物
取
引
）再
開
の
請
願

を
続
け
る
も
、
幕
府
管
理
下
の
傀
儡
市
場
そ

れ
も
、
現
物
市
場
し
か
認
め
な
い
。
こ
れ
に

は
、
大
坂
米
仲
買
人
は
こ
れ
に
参
加
せ
ず
、

対
立
の
構
図
が
続
い
た
。
幕
府
は
米
価
を
自

分
の
管
理
下
に
置
き
た
い
意
向
を
頑
と
し
て

譲
ら
な
か
っ
た
。 

      

時
は
流
れ
て
八
代
将
軍
吉
宗
の
時
代
と
な

る
。
業
を
煮
や
し
た
大
坂
米
仲
買
人
は
加
島

屋
清
兵
衛
、
田
辺
屋
藤
右
衛
門
、
尼
崎
屋
藤

兵
衛
を
江
戸
に
上
ら
せ
先
物
市
場
の
再
開
を

請
願
す
る
が
あ
っ
さ
り
却
下
さ
れ
る
。
意
を

決
し
た
三
人
は
お
手
打
ち
覚
悟
で
加
賀
藩 

上
屋
敷
御
守
殿
門
（現
東
京
大
学
赤
門
）前
で 

 

ご
法
度
の
駕
籠
訴
を
行
な
い
大
坂
の
窮
状
を
訴

え
た
と
伝
え
聞
く
。
こ
れ
が
運
よ
く
六
代
目
藩

主
前
田
吉
徳
公
に
聞
き
入
れ
ら
れ
、
そ
の
熱
意

は
後
の
“米
将
軍
”と
評
さ
れ
る
吉
宗
ま
で
に
届

き
、
享
保
１
５
年
（１
７
３
０
）８
月
、
南
町
奉
行
大

岡
越
前
守
忠
相
の
名
で
先
物
取
引
を
含
む「
堂

島
米
会
所
」の
再
開
が
そ
れ
も
大
坂
商
人
主
導

の
運
営
の
基
、
公
許
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の

後
、
同
市
場
は
国
内
の
米
相
場
を
主
導
し
大
坂

を
“天
下
の
台
所
”と
し
て
の
地
位
を
ゆ
る
ぎ
な

い
も
の
と
し
た
。 

 
 

      

 

大
坂
商
人
は
“帳
合
米
”と
し
て
蘇
っ
た
先
物

取
引
の
先
駆
者
、
淀
屋
の
遺
徳
を
偲
び
、
年
初

の
祝
儀
相
場
（１
月
４
・５
日
）は
、
淀
屋
橋
南
詰

の
旧
淀
屋
屋
敷
前
で
行
っ
た
。
（本
相
場
は
８
日

か
ら
）こ
れ
は
明
治
維
新
に
よ
り
会
所
が
廃
止

に
な
る
ま
で
続
い
た
。
波
乱
の
江
戸
期
を
駆
け

抜
け
た
淀
屋
の
痕
跡
は
、
闕
所
に
よ
っ
て
殆
ん
ど

が
消
し
去
ら
れ
て
い
る
が
淀
屋
橋
の
名
の
中
に

歴
史
が
凝
縮
し
て
い
る
の
で
あ
る
。      

（完
） 

※ 

駕
籠
訴…

大
名
な
ど
の
駕
籠
の
行
列
に
直
訴
す
る
こ
と 

                            

 

（４） 

 

大
江 

昭
夫 

 

会

長 

か
え
り
ょ
う
が
え 

淀
屋
研
究
会 

い
れ 

じ
ゅ
う
と
う 

み
ょ
う
け
い 

み
ょ
う
け
い 

た

が 

た
か
と
し 

旧加賀藩上屋敷 御守殿門 

も
と 

 
 

し
ょ 

 
 

け

っ 

た
だ
す
け 

し
ゅ
ほ
う 

し
も

む

ら

こ
あ
ん 

 
 

 

よ
ね
き
つ 

か

ご

そ 

大坂 新町遊郭  

こ
う
と
う 

こ
う
と
う 

じ
ゅ
う
と
う 

ち
ょ
う
あ
い
ま
い 

か
く
お
う
こ
う
ね
ん 

こ
う
と
う 

（
後
話
） 

よ
し
の
り 

こ
う
と
う 

 
 

 

あ

ず

ま

だ

ゆ

う 

こ
う
と
う 

堂島米会所 跡地 

か

ご

そ 

旧淀屋屋敷前での初相場（淀屋橋南詰） 


